
令和７年度 

甲 府 市 職 員 採 用 試 験 案 内 

（早期枠） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次試験日  令和７年５月１５日（木）～令和７年５月２６日（月） 

 

受 付 期 間  令和７年４月１６日（水）～令和７年５月１２日（月） 

 

 

◎採用職種及び採用予定人員 

職   種 採用予定人員 職  務  内  容 

行政事務職 １０人程度 一般行政の事務に従事します。 

 

 

甲府市 総務部 人事管理室 職員課 人事係 

甲府市ホームページ 職員採用試験情報  

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jinji/shise/saiyo/shiken/index.html 

 〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目 18 番 1 号 ℡055-237-5093(直通) 

【早期枠の特徴】 

・第１次試験は特別な公務員試験対策の必要がなく、期間中に全国のテス

トセンターで受験ができます。 

・７月中に最終合格者を発表するため、従来の試験よりも約４ヶ月早く合

否がわかります。 



１ 受験受付から合格までの日程 

受 付 期 間 令和 7 年 4 月 16 日(水)～5 月 12 日(月) 
「６ 受験申込手続」を参照してくださ

い。 

試 験 日 

第１次試験 

令和 7 年 5 月 15 日(木)～ 

令和 7 年 5 月 26 日(月) 

のうち受験者が選択する日 

会場：全国のテストセンター会場のうち、

受験者が選択する会場 

詳しくは「５ 試験方法等」を参照して

ください。 

第２次試験（第１次試験合格者対象） 

令和 7 年 6 月 28 日(土) 

令和 7 年 6 月 29 日(日) 

会場：甲府市役所本庁舎 

(甲府市丸の内一丁目 18 番 1 号)を予定 

合 格 発 表 

第１次試験合格者 

令和 7 年 6 月 13 日(金) 
受験者全員に合否を通知します。 

最終合格者 

 令和 7 年 7 月中旬（予定） 

採用予定日 令和 8 年 4 月 1 日（水） 

（注）台風や地震等の自然災害、その他のやむを得ない事情により、試験日程等を変更する場合がありま

す。日程変更等の場合には、甲府市ホームページに掲載しますので、最新情報をご確認ください。 

 

２ 合格から採用まで 

  合格者は、採用職種ごとに採用候補者名簿に成績順に登載され、必要に応じて市長が採用を決定

します。なお、採用候補者名簿の有効期間は、登載された日から 6 ヶ月以上 1 年未満の範囲内とし

ます。 

 

３ 給 与 

  この採用試験に合格し採用される人の初任給は、行政事務職(大学卒業（新卒）)の場合で月額約

231,000 円（地域手当含む）ですが、採用前に職歴等がある場合は、その経歴に応じた加算をされ

ることがあります。このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が要件に応じて

支給されます。 

 

４ 受験資格 

職 種 最終学歴 年齢・資格・免許等 

行政事務職 

大  学 平成 9 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

大学院修士課程 平成 7 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

大学院博士課程 平成 4 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

（注 1）各学歴については、令和 8 年 3 月卒業見込みの人を含みます。 

（注 2）高度専門士の称号を取得又は令和 8 年 3 月までに取得見込みの人は、最終学歴を大学相当としま

す。また、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された人又は令和 8 年

3 月までに授与される見込みの人は、最終学歴を大学相当とします。 

（注 3）試験区分は、受験者の最終学歴となります。 

（注 4）受験資格で不明な点がある場合には、必ず申込の前にお問い合わせください。 

＜障がい者受験資格＞ 

○ 全ての職種において受験が可能です。 

○ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている人で、活

字の試験が可能な人とします。 



○ 年齢は、受験する職種の年齢要件から 2 年を繰り下げたものとします。  

○ その他の要件は、一般の受験資格と同じです。 

○ 試験を受験するのに介助などを必要とする場合は、試験申込書にその内容を記入してください。 

※ご希望の内容によっては対応できないことがあります。 

 

＜欠格事項＞ 次の事項のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  ○ 日本国籍を有しない人 

  ○ 禁錮（令和７年６月１日以降は拘禁刑）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの人 

  ○ 甲府市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

  ○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

５ 試験方法等 

（１）第１次試験 

区 分 試験時間 内 容 又 は 分 野 等 

書類審査 － エントリーシートによる書類選考を行います。 

ＳＣＯＡ 

（教養試験） 
60 分間 

文章読解能力、数的能力、論理的思考能力、人文・社会、自然

に関する一般知識、基礎英語 

ＳＣＯＡ 

（性格検査） 
35 分間 性格面を検査により判断します。 

（注 1）申込受付後、数日以内にテストセンター試験予約専用サイトの URL 及び予約に必要な ID・パスワ

ードが記載されたメールを送信します。このメールにより、各自でテストセンターの予約を行って

いただきます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに自動振り分けされていないかご確

認の上、甲府市総務部人事管理室職員課までご連絡ください。 

（注 2）甲府市内には 3 か所テストセンターがあります。 

    ・甲府バイパス国母テストセンター（甲府市国母 8-13-40 丸藤ビル） 

    ・JES パソコンスクール甲府テストセンター（甲府市上今井町 617-3） 

    ・NKTS 甲府駅前テストセンター（甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 2 階） 

    それ以外の会場につきましては、次の URL から参照できます。 

    （https://cbt-s.com/examinee/testcenter/） 

（注 3）テストセンター試験当日は、受験案内メールの指示に従い、持ち物（本人確認書類等）を必ず持

参してください。 

 

（２）第２次試験（第１次試験合格者対象） 

区 分 内    容 

集団討論 社会性、貢献度、指導性等をみます。 

面接試験 人柄、性格、態度、意欲等をみます。※2 回実施します。 

職場適応性検査 
職場への適応性について、ペーパーテストにより職務への対応や対人関係に関連す

る性格傾向などをみます。 

事務適性検査 職員としての適応性について、ペーパーテストにより作業能力などをみます。 

（注）受験資格の有無、受験申込書の記載事項の真否等についても調査します。 

https://cbt-s.com/examinee/testcenter/


 

６ 受験申込手続 

申 込 時 

提出書類 

①甲府市職員採用試験申込書（早期枠） 

②甲府市職員採用試験（早期枠）エントリーシート 

③申込書に記載した取得済の資格・検定・免許等の写し 

申込方法 

①甲府市職員採用試験申込書（早期枠）と②甲府市職員採用試験（早期枠）エントリ

ーシートに必要事項を記入し、持参または郵送してください。 

郵送の場合は、封筒の表に｢採用試験申込書｣と朱書きし書留郵便で、甲府市役所 

総務部人事管理室職員課人事係あてに送付してください。 

受付期間 

4 月 16 日(水)から 5 月 12 日(月)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日、祝日を除く。） 

郵送の場合は、5 月 12 日(月)までの消印のあるものに限り受け付けます。 

なお、提出書類に不備があるものは受け付けません。 

申込用紙

配布及び

受付場所 

甲府市役所総務部人事管理室職員課人事係（本庁舎 9 階） 

甲府市丸の内一丁目 18 番 1 号  

℡055-237-5093(直通) 

（注）本庁舎駐車場には限りがありますので、申込の際は、できる限り公共交通機関を利用してください。 

 

７ 試験結果の開示 

この採用試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。なお、電話やハガキ等

による請求はできませんので、受験番号票及び受験者本人であることを明らかにする書類（身分証

明書又は運転免許証等）を持参のうえ、受験者本人が開示場所へおいでください。（土･日、祝日を除く。

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで。） 

 

試 験 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開示場所 

第１次試験 不合格者 総合得点及び 

総合順位 

各試験の合格発表の日

から 1 月間 
職 員 課 

第２次試験 受 験 者 

 

※注意事項 

① 申込内容等に不正又は虚偽等があると、受験資格又は採用資格を失います。 

② 携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末等のモバイル端末の試験中の使用は

認めません。（時計代わりの使用も不可） 

 

 

 


